
「業務改善助成金」の拡充 
～ ３０円・４０円コースの対象事業者を全国拡大 ～ 

事業場内最低賃金の 
引上げ額 

助成率 助成の上限額 助成対象事業場 

 
３０ 円以上 

 
５０ 万円 

事業場内最低賃金が 
750円未満の事業場 

 
４０ 円以上 

 
７０ 万円 

事業場内最低賃金が 
800円未満の事業場 

 
６０ 円以上 

 
１００ 万円 

事業場内最低賃金が 
1000円未満の事業場 

９０ 円以上 １５０ 万円 
事業場内最低賃金が 

800円以上1000円未満 
の事業場 

１２０ 円以上 ２００ 万円 

『業務改善助成金』は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、 

「 事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）」の引上げを図るための制度です。 

（※１）ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者１人

当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく

生産性と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。 

◆  助成金の支給は補正予算成立が条件となりますが、申請は補正予算成立前であっても可能です。 

◆ 過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。 

◆ 「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資などに含まれるため、助成対象となります。 

    ７／１０ 

常時使用する労働者数

が企業全体で30人以下

の事業場は３／４ 

生産性要件を 
満たした場合 
には ３／４  

常時使用する労働 
者数が企業全体で 
30人以下の事業 
場は４／５ 

◆ 業務改善助成金の申請・支給の窓口は、都道府県労働局です。  

    申請する事業場が所在する地域の労働局にお尋ねください。 【担当部署】各労働局雇用環境・均等部（室） 

申請先 

◆ 全国47都道府県に設置している「最低賃金総合相談支援センター」に、お気軽にお問い合わせください。 

◆ 「最低賃金総合相談支援センター」の所在地及び電話番号は、インターネット 

   で 『最低賃金 相談』 と検索して、厚生労働省のＨＰでご確認ください。 

お問い合わせ先 

検索 最低賃金 相談 

※平成29年度補正予算（案）に基づく措置 

【拡充後】 

助成対象事業場 

事業場内最低賃金が
1,000円未満の 

事業場 

〈全国拡大〉（※2） 

（変更なし） 

今回の拡充内容 

ご留意頂きたい事項 

（※２）新たに、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、

愛知、京都、大阪、兵庫の９都府県が追加となり、

全国の事業場が助成金の対象。 

 ［ 拡充前：38道県  → 拡充後：47都道府県 ］ 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、 

設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、 

その費用の一部を助成します。 ※「設備投資など」の具体例は裏面を参照してください。 

助成金の 
概要 

（※１） 
 

平成29年12月22日（金） 
閣議決定後解禁 



厚生労働省 

～・業務改善助成金の活用事例・～ 

具体的な設備投資などについてご参考にしてください 


